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FTC、バイデン大統領の大統領令後の沈黙を破る

2023年1月5日、連邦取引委員会（FTC）は、広範な新規則を提言した。当該規則が現状のドラフト
の内容で施行された場合には、既に効力を有している契約を含めて実質的に全ての競業避止義務契
約が禁止されることになる。FTCのこの動きは、FTCに対して競業避止義務や「労働力の可動性を不
公平に制限するその他の条項や契約」[1]を制限する規則を制定するよう指示したバイデン大統領の
2021年7月の大統領に対応するものである。DOJとFTCは、近時競業避止義務やその他の制限的コ
ベナンツについて訴訟やその他の執行手続を行ってきていたものの[2]、FTCは、この大統領令に関
して、規則を制定してはいなかった。それが今週になって、FTCが「不公平な競争方法に関する規
則」と題するサブチャプターを発表し、新パート910「競業避止義務条項」の中の5つの条項を提示
したことで変化した[3],[4]。

提案された新規則は、60日間のパブリックコメントにかけられている[5]。関心のある企業はその期
間内にコメントを提出することができる。コメント期間が終了した後、FTCは、規則を最終版にま
とめ、最終版が公表されてから180日後に規則が発効される。

新規則案は、想定された以上に広範

新規則案では、競業避止義務について強硬なアプローチがとられている。「競業避止義務条項」は
法外に不公平なものであるとされ、かかる条項は「雇用主と労働者との間の契約条件のうち労働者
が雇用主との間の労働関係が終了した後に求職や就職を行うことまたは事業を運営することを妨げ
る条項」[6]と広範に定義されている。本規則案では、同様の効果を発生させる回避策も禁止されて
いる。例えば、本規則案では、労働者が同業界で働くことを実質的に妨げる秘密保持契約が具体的
に禁止されており、また、その労働者のトレーニングのためにかかった費用と関連しない支払いと
なる場合に、雇用主がトレーニングコストの払い戻しを求めることが禁止されている。

さらに、本規則案では、雇用主に対して、違反の残る全ての競業避止義務条項を失効させるととも
に、従業員や元従業員に当該条項は失効した旨の通知を行う義務が課されている[7]。本規則では、
その通知のモデル文が定められているが[8]、通知により労働者に競業避止義務条項が失効してお
り、労働者に対して執行できないものになっていることを知らせるものである限り、雇用主は、自
由に通知文を決めることができる。重要な点は、雇用主に対して、本規則の発効日の前に現従業員
と元従業員に通知を行う義務を課している、という点である。
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競業避止義務を規制しようとする各州の試みとは異なり[9]、FTCの提案する規則は、事業売却に関
連する競業避止義務について単一の例外しか設けていない。そして、その例外は、大多数の主要な
M&A契約で使われる条項よりも極めて範囲が狭い例外となっている。競業避止義務は企業の実質的
所有者・構成員についてのみ許容されており、その範囲は、事業体の25％超の支配権を有する者、
と定義されている。これにより一定期間シニアオフィサーが買収対象会社の競合先で働くことを禁
止するといった、主要な公開企業の取引で用いられている競業避止義務条項が利用できなくなる。

法的問題など広範な規則に対する反発が見込まれる

本規則案による禁止範囲の広範さは多くの人を驚かせるものであり、本規則案は、法的問題に直面
する可能性が高い。注目すべき点としては、FTCの3人の委員が本規則案に賛成した一方で、クリス
ティン・S・ウィルソン委員は「何百年もの裁判例から大きく逸脱するもの」であり、「裁判所が
合法であると判断してきた行為を禁止するもの」[10]と述べ、競業避止義務を分析するには、明確
なルール作りよりも事実関係に即した検討の方が適切である旨強調するとともに、業界の競合先に
雇用されても活用できるトレーニングを提供するインセンティブを雇用主に与えるなど、競業避止
義務条項のもたらす利益を指摘し、これに反対した[11]。

さらに、本規則案は、連邦最高裁判所がWest Virginia v. EPA, 142 S. Ct. 2587 (2022)で射程を拡大
した重要問題法理（major questions doctrine）の近時の発展を受けて、効力を争われる可能性が高
い。本件で裁判所は、行政当局による「重要問題」について規則を制定する権限について検討し
た。具体的には、裁判所は、規制力につき「議会による明確な授権」がない限り、行政当局は「重
要な政策決定」や「大きな経済的・政治的な影響を与える決定」をする規則を制定することはでき
ない、と判断した[12]。FTCは、本規則案を発出するにあたり、連邦取引委員会法セクション5を持
ち出している[13]。このセクションは、FTCが「人、パートナーシップや会社が通商において不公
平な競争方法を用い、通称において不公平または欺瞞的な行為や実務慣行をとることを防ぐ」[14]
ための権限を与えるものである。「不公平な競争方法」こそがまさに本規則案が定める歴史的な政
策変更に必要な「議会による明確な授権」を欠いている文言である、と主張している。

まとめ

FTCの新規則案は、大きな法的問題に直面する可能性が高いが、伝統的に競業避止義務条項を用い
てきた企業は、現従業員や元従業員に競業避止義務条項が失効した旨を新規則の発効日より前に伝
えなければならないという雇用主の義務に対応できるよう、準備を始めるべきである。

この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲
載されています。
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